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〇厚生労働省は、２０１８年６月２２日、ＤＢの積立基準に関する省令・通知を公布・発出しました。
〇ＤＢの積立基準については、継続基準と非継続基準の２つの積立基準による財政運営を行って
いるところですが、第２０回社会保障審議会企業年金部会の議論を経て、このうち、非継続基準
に抵触した場合の特例掛金の設定方法における積立比率方式の改正が実施されました。（パブ
リックコメントに付された内容から変更なし）。

〇この改正は、公布の日から施行としつつ、２０１９年３月３１日以前に終了する事業年度に係る決
算において非継続基準に抵触し特例掛金を拠出する場合には、改正前の方法によることも可能
とされています。

１．ＤＢの積立基準のあり方に関する論点 1

 継続基準と非継続基準の２つの積立基準による財政運営を行っているところだが、両者の異なる性格に
鑑みて、引き続き併用することが適当。

ＤＢの積立基準（継続基準と非継続基準）

現行の非継続基準の最低積立基準額の算定に用いる予定利率

非継続基準に抵触した場合における積立比率方式

 「３０年国債の応募者利回りの５年平均を基準として算定していること」「この基準で定められた率に０．８～
１．２を乗じることも可能としていること」により、一時的な変動を緩和・除去する措置を講じている。

 最低積立基準額は、制度終了時点の分配金や他制度への移換金の算定に使用されるなど、予定利率の
変更が加入者等の受給額に直接影響するものである。

 以上より、予定利率の低下を受けて現時点で変更することは適当ではない。

 翌々事業年度から特例掛金を拠出しようとすると、翌事業年度に増加が見込まれる積立不足を一括拠出
することとなるが、これは翌事業年度から特例掛金を拠出する場合との均衡を欠いていると考えられる。

 Ｐ４【改正後】としてはどうか

＜ご参考：第２０回社会保障審議会企業年金部会（２０１８年４月２０日開催）における議論＞



＜ご参考：非継続基準の財政検証＞
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■非継続基準に抵触した場合の対応

以下のいずれかの方法により、掛金引上げの要否を検証

① 積立水準に応じた掛金の設定

② 回復計画の策定（当分の間（経過措置期間））

＜非継続基準の判定方法＞

積立比率＝純資産額÷最低積立基準額が１．００ 以上
（つまり純資産額が最低積立基準額以上） かどうか

非継続基準：○ 非継続基準：×
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２－１．積立比率方式 3
【改正前】

②最低積立基準額の
増加見込み額

＝A

比較

最低積立
基準額

0.9倍

0.8倍

＝B

＝C

+

③資産の増加見込み額
＝翌年度の（拠出＋運用収益－ 給付)

の見込額とみなす

当年度の積立不足のうち
当年度の最低積立基準額の

0.9倍以上1.0倍未満にかかる額

②最低積立基準額の
増加見込み額

当年度の積立不足のうち
当年度の最低積立基準額の

0.8倍以上0.9倍未満にかかる額

当年度の積立不足のうち
当年度の最低積立基準額の

0.8倍未満にかかる額

①当年度の積立不足の償却額
上限：A＋B＋C
下限：(A/15)＋(B/10)＋(C/5)

よりも

＋ が大きい場合は、

その差額を翌々年度（※）に として拠出

③資産の増加見込み額

①当年度の積立不足
の償却額

② 最低積立基準額の
増加見込み額

③資産の
増加見込み額

当年度 翌年度 翌々年度

純資産額

（※）翌々年度の拠出に代えて翌年度に拠出することも可能です。翌年度に拠出する場合の特例掛金額は①の額となります。
当社では翌々年度の拠出を標準的な取扱いとしてご案内しております。

○翌々年度から特例掛金を拠出しようとすると、翌年度に増加が見込まれる積立不足（翌年度の
最低積立基準額の増加見込み額から翌年度の資産の増加見込み額を控除した額）を一括拠出
することとなっています。

特例掛金
拠出要

特例掛金



２－２．積立比率方式 4
【改正後】

当年度 翌年度 翌々年度

最低積立
基準額

0.9倍

0.8倍

翌年度の積立不足(見込み)のうち
当年度の最低積立基準額の

0.9倍以上1.0倍未満にかかる額

翌年度の積立不足(見込み)のうち
当年度の最低積立基準額の

0.8倍以上0.9倍未満にかかる額

翌年度の積立不足(見込み)のうち
当年度の最低積立基準額の

0.8倍未満にかかる額

翌年度の積立不足(見込み)の償却額
上限：D＋E＋F
下限：(D/15)＋(E/10)＋(F/5)

を

翌々年度（※）に

として拠出

翌年度の積立不足(見込み)
の償却額

資産の
増加見込み額

純資産額
最低積立
基準額

純資産額

最低積立基準額の
増加見込み額

＝D

＝E

＝F

○今回の省令・通知の公布・発出により、翌年度に増加が見込まれる積立不足を、当年度の積立
不足と同等に取扱うこととされました。

（※）翌々年度の拠出に代えて翌年度に拠出することも可能です。翌年度に拠出する場合の特例掛金額は改正前（Ｐ３）と同様となります。
当社では翌々年度の拠出を標準的な取扱いとしてご案内しております。

同額

特例掛金
拠出要

特例掛金


